
隣家への倒壊 放火や火災

瓦や枝木が飛んで
通行人に被害

草木が隣の
敷地にかかる

不審者の侵入不法投棄・悪臭
害虫の発生
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う

　
　
わ
が
家
の
こ
れ
か
ら
。

でも…地域の人は不安に思っているかも…

空
き
家
が
増
加
し
、
大
き
な
社
会
問
題

と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
ご
存
じ
で
す
か
？

全
国
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口
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ど
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景
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、
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と
み
ら
れ

て
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す
。私
た
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も
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戸(

う
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住
目
的

の
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※)

あ
り
、

今
後
も
増
加
が
予
想
さ
れ
ま
す
。

　
誰
も
が
転
居
、
あ
る
い
は
死
去
す
る
こ

と
で
住
み
慣
れ
た
わ
が
家
を
去
る
こ
と
は

避
け
ら
れ
ま
せ
ん
。で
も
そ
の
家
が
後
々
、

お
世
話
に
な
っ
た
地
域
の
人
を
悩
ま
せ
た

り
、
残
さ
れ
た
家
族
の
ト
ラ
ブ
ル
の
元
に

な
る
と
し
た
ら
…
。

　
家
族
、
親
族
が
集
ま
る
こ
と
が
増
え
る

こ
の
時
期
に
、
わ
が
家
の
「
こ
れ
か
ら
」

に
つ
い
て
話
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

※
平
成
30
年
住
宅
・
土
地
統
計
調
査
（
総
務
省
）

　
空
き
家
は
、
時
間
の
経
過

に
よ
っ
て
資
産
価
値
が
下
が

る
一
方
で
、
管
理
・
修
繕
費

用
は
上
が
り
ま
す
。さ
ら
に
、

何
年
も
放
置
さ
れ
た
空
き
家

は
急
激
に
劣
化
が
進
み
ま

す
。
危
険
や
衛
生
面
の
問
題

が
生
じ
る
と
、
周
辺
住
民
の

生
活
環
境
に
も
影
響
が
あ
り

ま
す
。

空き家年数

管理・
修繕費

資産価値
人
が
住
ん
で
い
な
い
家
屋
は

急
激
に
劣
化
し
ま
す

空家等対策の推進に関する特別措置法 が改正されます
・所有者の責務に「国、自治体の施策に協力する努力義務」が追加
　空き家は個人の資産ですが、活用されずに管理状態が悪化すると地域の環境に問題が生じます。その
ため、従来の「適切な管理の努力義務」に追加となるものです。

・「管理不全空家等※１」は住宅用地特例（固定資産税の減額）の対象外に
　 　今回の改正で「空家等」と「特定空家等※２」の間に「管理不全空家等」の区分が新設されます。管理
不全空家等として、市区町村長から勧告※３を受けた場合、特例の対象外になり、固定資産税（土地部分）
の金額が最大で６倍になる可能性があります。

※１　適切に管理されず、放置すれば「特定空家等」に該当するおそれがある空家等
※２　 放置すれば「保安上の危険を生じる」「衛生上有害となる」「景観を損なう」おそれがある、または周辺の生活環境のために放置

すべきでない空き家など
※3　勧告の対象…指導を受けても改善されず、放置することで特定空家等に該当するおそれが大きい場合

コラム 相続登記が義務化されます　
司法書士　田代 祥子 さん（釜石市空家等対策推進協議会 委員）

　亡くなった人が不動産を所有していた場合、不動産の名義変更が必要です。この名
義変更手続きを「相続登記」といい、令和6年4月1日から義務化されます。
　相続登記の義務化は、東日本大震災で鮮明になった所有者不明土地問題の解消と不
動産の利活用を促すのが目的です。
　相続登記義務化のポイントは三つです。
①不動産を相続した時から３年以内に相続登記の申請をしなければならない
②正当な事由がないのに義務に違反した場合、10万円以下の過料の対象になる
③義務化以前に発生した相続も対象になる

　所有者不明土地は空き家と共に増え続けています。所有者不明土地や空き家が増えること
は、公共事業の妨げになるだけではなく、周辺の治安や公衆衛生にも悪影響を及ぼす恐れも
あります。今のうちに土地や建物の登記簿の名義人を確認・把握しておくことが大切です。
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